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国
民
年
金
に
は
障
が
い
へ
の
保
障
が
あ
り
ま
す

障
害
基
礎
年
金
と
は

　

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
間
に

初
診
日
が
あ
る
病
気
・
け
が
で
、
一

級
ま
た
は
二
級
の
障
が
い
の
状
態
に

な
っ
た
と
き
に
支
給
さ
れ
る
も
の
が

障
害
基
礎
年
金
で
す
。

　

60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
国
内
に

住
ん
で
い
る
間
に
初
診
日
が
あ
れ
ば
、

加
入
を
や
め
た
後
の
病
気
・
け
が
に

よ
る
も
の
で
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
二
級
は
、
一
級
よ
り
軽
い
程
度
の

障
が
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
障
が
い
の
程
度
は
病
名
で
は
な
く

「
障
害
等
級
表
」に
よ
っ
て
決
ま

り
ま
す
。

障
害
基
礎
年
金
の
額
は

　

障
害
基
礎
年
金
の
額
は
、
一
級
が

９
９
０
，
１
０
０
円（
平
成
21
年
度

価
格
・
年
額
・
以
下
同
じ
）、
二
級

が
７
９
２
，
１
０
０
円
で
す
。

　

障
害
基
礎
年
金
を
受
け
る
方
に
お

子
さ
ん
が
い
る
と
き
は「
子
の
加
算

額
」が
あ
り
ま
す
。

　

２
人
目
ま
で
各
２
２
７
，
９
０
０

円
、
３
人
目
以
降
は
各
７
５
，
９
０

０
円
で
す
。

※
子
の
加
算
額
の
要
件

　

▽
生
計
が
同
じ
で
あ
る

  

▽
18
歳
の
年
度
末（
高
校
在
学
年

　
　

齢
）、ま
た
は
20
歳
未
満
で
一
級
、

　
　

二
級
の
障
が
い
が
あ
る

３
分
の
２
要
件

　

障
害
基
礎
年
金
を
受
け
る
に
は
、

初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月
ま
で
の

「
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
期
間
」の
う
ち
、
３
分
の
２

以
上
の
期
間
が
次
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

①
保
険
料
を
納
め
た
期
間

　

②
保
険
料
を
免
除
さ
れ
た
期
間

加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間

　
「
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間
」は
、
原
則
と
し
て

20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
で
す
。

　

た
だ
し
、
海
外
に
在
住
し
て
い
る

期
間
や
、
厚
生
年
金
か
ら
老
齢
年
金

を
受
け
て
い
る
期
間
は
除
か
れ
ま
す
。

保
険
料
を
納
め
た
期
間

　

年
金
を
受
け
る
た
め
の
要
件
①
の

「
保
険
料
を
納
め
た
期
間
」に
は
、
厚

生
年
金
や
共
済
年
金
な
ど
に
加
入
し

て
い
た
期
間
も
含
ま
れ
ま
す
。

※
サ
ラ
リ
ー
マ
ン（
第
二
号
被
保
険

　

者
）お
よ
び
そ
の
被
扶
養
配
偶
者

　
（
第
三
号
被
保
険
者
）

保
険
料
を
免
除
さ
れ
た
期
間

　

②
の「
保
険
料
を
免
除
さ
れ
た
期

間
」は
次
の
い
ず
れ
か
の
期
間
で
す
。

　

▽
全
額
免
除

　

▽
４
分
の
１
免
除
、
半
額
免
除
、

　
　

４
分
の
３
免
除

　

▽
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

▽
学
生
納
付
特
例

※
４
分
の
１
免
除
、
半
額
免
除
ま
た

　

は
４
分
の
３
免
除
さ
れ
た
期
間
で
、

　

残
り
の
保
険
料
を
納
め
な
か
っ
た

　

期
間
は「
保
険
料
未
納
期
間
」と
な

　

り
ま
す
。

特
例
要
件

　
「
３
分
の
２
要
件
」を
満
た
せ
な
く

て
も
、「
特
例
要
件
」に
よ
っ
て
、
平

成
28
年
３
月
ま
で
に
65
歳
未
満
で
初

診
日
が
あ
る
場
合
、
初
診
日
の
あ
る

月
の
前
々
月
ま
で
の
１
年
間
が
保
険

料
を
納
め
た
期
間
ま
た
は
保
険
料
を

免
除
さ
れ
た
期
間
で
あ
れ
ば
よ
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
「
３
分
の
２
要
件
」「
特
例
要
件
」の

ど
ち
ら
の
場
合
も
、
初
診
日
の
前
日

に
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

初
診
日
の
後
に
保
険
料
を
納
め
て

も
、
資
格
要
件
を
満
た
す
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

　

く
れ
ぐ
れ
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

裁
定
請
求
の
手
続

　

障
害
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に

は
、
裁
定
請
求
の
手
続
が
必
要
で
す
。

　

手
続
は
市
町
村
役
場
で
行
い
ま
す
。

　

医
師
に
記
載
し
て
も
ら
う「
診
断

書
」も
あ
り
ま
す
の
で
、
窓
口
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

障
害
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
か
否

か
の
審
査
は
、
社
会
保
険
事
務
所
で

行
い
ま
す
。

※
厚
生
年
金
に
加
入
中
に
、
初
診
日

　

の
あ
る
病
気
・
け
が
で
障
が
い
に

　

な
っ
た
と
き
は
、
障
害
基
礎
年
金

　

と
は
別
に「
障
害
厚
生
年
金
」が
支

　

給
さ
れ
ま
す
。

※
そ
の
場
合
の
請
求
先
は
、
現
在
ま

　

た
は
最
後
に
勤
め
て
い
た
事
業
所

　

を
管
轄
す
る
社
会
保
険
事
務
所
に

　

な
り
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

郡
山
社
会
保
険
事
務
所

　

☎
０
２
４
ー
９
３
２
ー
３
４
８
０

　

町
民
生
活
課

　

☎
７
２
ー
６
９
３
３


